
骨髄移植等により
免疫を失った方へ

骨髄移植等の医療行為により、
既に受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師判断方に対して

再度予防接種を受ける費用を助成します。

＊対象者（全てに該当する方）

□再接種を受ける日において、中野区に住民登録がある２０歳未満の方
□骨髄移植等の医療行為により、医師から再接種が必要と診断された方

＊対象となる予防接種

Ｈｉｂ、小児肺炎球菌、３種混合、５種混合、不活化ポリオ、Ｂ型肝炎、ＢＣＧ、麻
しん・風しん（MR）、水痘、日本脳炎、ＤＴ、ＨＰＶ
※ただし、ＢＣＧは４歳、小児肺炎球菌は６歳、Ｈｉｂは１０歳、５種混合は１５歳の誕生
日前日までの接種であること

＊助成金額

再接種に要した費用
ただし、中野区の規定額が上限となります。

＊手続き

（問い合わせ先）
中野区保健所 保健予防課 保健予防係 電話 03-3382-6500 FAX 03-3382-7765
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① 中野区ホーム
ページから
申請書を
ダウンロード

②
医
療
機
関
に
相
談

③ 中野区に
申請書を提出

④ 審査の上
承諾書を送付

⑥ 接種日から
２年以内に
助成金申請書と
必要書類を提出

⑦ 交付決定通知書
を送付
指定口座へ振込

再接種の費用を助成します

⑤ 承諾書を持
参し、医療機
関で接種
(自己負担)


